
公共調達の適正化について（平成 18 年 8 月 25 日付財計第 2017 号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事） 

 

公共工事の名称、場所、期間及び種別 

契約担当官等の氏名並

びにその所属する部局

の名称及び所在地 

契約を締結した日 
契約の相手方の商号

又は名称及び住所 

随意契約によること

とした会計法令の根

拠条文及び理由（企

画競争又は公募） 

予定価格（円） 契約金額（円） 落札率(%) 

再就職の

役員の数

（人） 

備考 

誘導灯及びバッテリー・ランプ更新工事一

式 

分任支出負担行為担当

官国立障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮ

ﾝｾﾝﾀｰ自立支援局神戸視

力障害ｾﾝﾀｰ 

庶務課長 井上 信弘 

神戸市西区曙町 1070 

H22.06.15 

黒住電気工事株式会

社 

兵庫県神戸市西区北

別府 4-2118-5 

予定価格が 250 万円

を超えず、予決令第

99条第 2号に該当 

- 1,111,530 円 - - 少額随契 

照明器具交換工事一式（追加変更分） 

分任支出負担行為担当

官国立障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮ

ﾝｾﾝﾀｰ自立支援局神戸視

力障害ｾﾝﾀｰ 

庶務課長 井上 信弘 

神戸市西区曙町 1070 

H22.09.17 

黒住電気工事株式会

社 

兵庫県神戸市西区北

別府 3-2118-5 

予定価格が 250 万円

を超えず、予決令第

99条第 2号に該当 

- 1,155,000 円 - - 少額随契 

誘導灯改修工事一式 

分任支出負担行為担当

官国立障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮ

ﾝｾﾝﾀｰ自立支援局神戸視

力障害ｾﾝﾀｰ 

庶務課長 井上 信弘 

神戸市西区曙町 1070 

H22.12.08 

有限会社圓商 

兵庫県加古川市尾上

町長田 340-3 

予定価格が 250 万円

を超えず、予決令第

99条第 2号に該当 

- 1,429,260 円 - - 少額随契 

宿舎棟系統給水ポンプユニット更新工事

一式 

分任支出負担行為担当

官国立障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮ

ﾝｾﾝﾀｰ自立支援局神戸視

力障害ｾﾝﾀｰ 

庶務課長 井上 信弘 

神戸市西区曙町 1070 

H22.12.15 

三神工業株式会社 

兵庫県神戸市中央区

磯辺通 2-1-11 

予定価格が 250 万円

を超えず、予決令第

99条第 2号に該当 

-  1,247,400 円 - - 少額随契 

宿舎棟１，９寮洗面カウンター他改修工事

一式 

分任支出負担行為担当

官国立障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮ

ﾝｾﾝﾀｰ自立支援局神戸視

力障害ｾﾝﾀｰ 

庶務課長 井上 信弘 

神戸市西区曙町 1070 

H23.02.04 

橋本建設株式会社 

兵庫県神戸市兵庫区

大開通 7-1-21 

予定価格が 250 万円

を超えず、予決令第

99条第 2号に該当 

1,579,200 円  1,499,400 円 94.9% - 少額随契 

（注１） 公表対象随意契約が単価契約である場合には、予定価格欄に契約単価を記載及び契約金額欄に予定調達総額を記載するとともに、備考欄に「単価契約」と記載するこ

と。 

（注２） 必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。 

（注３） 予算決算及び会計令第９９条第２号又は第７号の金額を超えないものは備考欄に「少額随契」と記載すること。 

 

 

 



公共調達の適正化について（平成 18 年 8 月 25 日付財計第 2017 号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事） 

 

公共工事の名称、場所、期間及び種別 

契約担当官等の氏名並

びにその所属する部局

の名称及び所在地 

契約を締結した日 
契約の相手方の商号

又は名称及び住所 

随意契約によること

とした会計法令の根

拠条文及び理由（企

画競争又は公募） 

予定価格（円） 契約金額（円） 落札率(%) 

再就職の

役員の数

（人） 

備考 

低圧コンデンサ機器取替工事一式 

分任支出負担行為担当

官国立障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮ

ﾝｾﾝﾀｰ自立支援局神戸視

力障害ｾﾝﾀｰ 

庶務課長 井上 信弘 

神戸市西区曙町 1070 

H23.02.17 

株式会社日満 

大阪府大阪市中央区

南船場 3-11-10 

予定価格が 250 万円

を超えず、予決令第

99条第 2号に該当 

1,328,107 円 999,600 円 75.2% - 少額随契 

（注１） 公表対象随意契約が単価契約である場合には、予定価格欄に契約単価を記載及び契約金額欄に予定調達総額を記載するとともに、備考欄に「単価契約」と記載するこ

と。 

（注２） 必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。 

（注３） 予算決算及び会計令第９９条第２号又は第７号の金額を超えないものは備考欄に「少額随契」と記載すること。 

 

 

 


